
 

点検結果表（規制の事前評価） 

政 策 の 名 称 法的関与要件に交付金事業を追加 府省名 環境省 

根拠となる法令 
□法律      ■政令     □府省令     □告示     □その他 

環境影響評価法施行令 

規 制 の 区 分 ■新設等              □緩和               □廃止 

 

点検項目 評価の実施状況 課題

分析対象期間 ■設定あり □設定なし  

ベースライン ■設定あり □設定なし  

費
用
の
分
析 

遵守費用 □金銭価値化 □定量化 □定性的記述 ■負担なし □分析なし ①

行政費用 □金銭価値化 □定量化 □定性的記述 ■負担なし □分析なし  

その他の 
社会的費用 

□金銭価値化 □定量化 □定性的記述 ■負担なし □分析なし  

便 益 の 分 析 □金銭価値化 □定量化 ■定性的記述 □分析なし  

費用と便益の 
関 係 の 分 析 

□費用便益分析 □費用効果分析 □費用分析 ■定性的な分析 □分析なし  

代
替
案 

代替案の設定 □設定あり □想定される代替案なし ■設定なし ②

 
規制緩和の 

場合 
□廃止案を代替案としている □廃止案を代替案としていない  

代替案との 
比較 

□費用・便益で比較 □費用で比較 □便益で比較 ■比較なし  

レビューを行う 
時期又は条件 

■設定あり □設定なし  

【課題の説明】 

① 遵守費用について、発生又は増減することが見込まれる具体的な要素を可能な限り列挙し、説明するこ

とが必要である。具体的には、交付金事業に係る環境影響評価の条例を定めていない地方公共団体におい

て、事業者が環境影響評価を実施する費用が発生することが想定される。 

 

② 代替案について、「事業者の自主的な取組に委ねる」と記載しているが、一部の地方公共団体の条例等に

よる交付金事業に係る環境影響評価制度が既に存在する以上、代替案として想定することは適切でないた

め、これとは異なる適切な代替案を明示する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




